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国の緊急事態宣言を受けての臨時休校措置について 

  

春暖の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。 

みどり市では、新年度の始まりのこの時期は、学習機会の保障と心身の健全育成に重要な時期で

あることを考慮し、国及び県の学校再開ガイドラインや国の専門家会議の提言を踏まえた感染防止

対策に努めた上で、４月７日（火）より学校を再開しました。 

しかし、昨日内閣総理大臣から緊急事態宣言が出されたことや、全国的な感染拡大を受け、みど

り市新型コロナウイルス感染症対策本部会議にて、児童生徒の感染防止を最優先に考え、市内小中

学校の再度の休校措置を決定しました。 

休校の開始日は、休校中の児童生徒の学習支援や生活習慣支援を行い、児童生徒が計画的に過ご

せるようにするため、４月１３日（月）からとしました。なお、これからの休校までの期間並びに

登校日については、「みどり市立学校の新型コロナウイルス感染症対策」に従い、引き続き感染防止

策を講じてまいりますので、登校前の検温等、お子さんの健康確認にご協力をお願いいたします。 

学校再開から短い期間で再び休校することになりましたが、保護者の皆様におかれましては、休

校の趣旨をご理解いただき、引き続きご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１．休校期間   

・４月１３日（月）～５月１０日（日） 

学校再開は５月１１日（月）としていますが、学校再開前にもう一度判断し、連絡します。 

２．休校までの授業日について 

 ・４月８日（水）～４月１０日（金）までは、４時間目まで実施し、給食後に放課となります。 

  （小学校１年生は３時間目まで実施し、給食なしで放課となります。） 

 ・授業では、年度当初の学級づくりや教科書及び課題等の配布、休校期間を計画的に過ごすための指 

導を行います。 

・お子さんの安全確保のために登校をひかえる場合は、学校に連絡をしてください。この場合、欠 

席扱いにはなりません。 

３．児童生徒への支援について 

 ・週に１回、登校日を設け、学習支援や健康観察等を行います。その際は分散登校となるよう配慮し 

ます。詳しくは学校からの通知等でお知らせしますので、確認をお願いします。 

・学校（担任）は、保護者や児童生徒に、定期的に連絡や状況確認等をいたします。 

・学校からの情報は保護者宛配信メールやホームページでも随時行います。 

 ・児童生徒の生活について、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談できます。 

相談希望がある場合は、学校にご連絡をお願いします。 

 ４．その他 

 ・休校中にお願いしたいこと等については、再度ご連絡いたします。 

・不明な点は学校または教育委員会学校教育課にお問い合わせください。 

（みどり市立大間々南小学校 TEL 72-1274 みどり市教育委員会学校教育課 TEL 76-9845）                     


